












 

 

様式第二号の八( 第八条の四の五関係)  

( 第１ 面)  

産業廃棄物処理計画書 

令和７ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

 

（ 宛先） 岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所  岡崎市日名北町４ 番地１      

氏 名  ユニチカ株式会社 岡崎事業所  

事業所長  佐藤 健      

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)  

電話番号  0564-22-8452         

廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 12 条第９ 項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する 計画を作成し たので、 提出し ます。  

事 業 場 の 名 称 
 ユニチカ株式会社 岡崎事業所  
       （ 一体管理し ている 日本エス テル㈱岡崎工場を含む）  

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市日名北町4番地１  

計 画 期 間  令和７ 年度（ 令和７ 年４ 月～令和８ 年３ 月）  

当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項 

 
① 事 業 の 種 類 合成繊維製造業 

② 事 業 の 規 模 
 631141万円／年（ 製造品出荷額、 前年度実績）  

 日本ｴｽﾃﾙ㈱岡崎工場： 1562180万円／年 

③ 従 業 員 数  218人 （ 日本エステル㈱ 184人）   

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

 別紙のと おり  

 

( 日本工業規格 Ａ 列４ 番)  



 

 

( 第２ 面)  

産業廃棄物の処理に係る 管理体制に関する 事項 

 

（ 管理体制図）  

 

 

 

  別紙のと おり  

  

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和 ６ 年度） 実績】    別紙のと おり     

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ  ｔ  

 

（ こ れまでに実施し た取組）  

 

  

 

②計画 

【 目標】    別紙のと おり  

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する 事項 

 

①現状 

（ 分別し ている 産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

 

別紙のと おり  

②計画 

（ 今後分別する 予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

 

 別紙のと おり  



 

 

（ 第３ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和  年度） 実績】  － 

産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を 行っ た  

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

②計画 

【 目標】  － 

産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を行う

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

  

 

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和 ６ 年度） 実績】   

産業廃棄物の種類    汚泥     廃油 

自ら 熱回収を 行った

産業廃棄物の 量 
０ ｔ  ５ ６ ３ ｔ  

自ら 中間処理によ り 減量し た 

産業廃棄物の 量 
９ ６ ７ ｔ  ５ ６ １ ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

・ 排水処理については、 脱水・ 乾燥によ り 減量化を行っている 。  

・ 廃油についても 、 安定運転に取り 組んでいる 。  

 

②計画 

【 目標】    

産業廃棄物の種類    汚泥    廃油 

自ら 熱回収を行う

産業廃棄物の 量 
０ ｔ  ５ ５ ０ t  

自ら 中間処理によ り 減量する 

産業廃棄物の 量 
   ９ ７ ０  ｔ  ５ ４ ８ ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

・ 汚泥については、 引き 続き 安定化によ る 、 汚泥発生量の抑制に 

取り 組む。  

・ 廃油については、 現状を維持する 。  

 



 

 

（ 第４ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和  年度） 実績】  － 

産業廃棄物の種類   

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を 行っ た  

産業廃棄物の 量 

ｔ  t  

（ こ れまでに実施し た取組）  

 

 

②計画 

【 目標】  － 

産業廃棄物の種類   

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を 行う  

産業廃棄物の 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項 

 ① 現状 

【 前年度（ 令和 ６ 年度） 実績】   別紙のと おり  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ こ れまでに実施し た取組）  

 

 

 

 

 



 

 

（ 第５ 面）  

 ②計画 

【 目標】  別紙のと おり  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（ 第６ 面）  

備考 

１   前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000ト ン以上の事業場ごと に１ 枚作成する こ と 。  

２  当該年度の６ 月30日までに提出する こ と 。  

３  「 当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項」 の欄は、以下に従って記入する こ と 。 

 ( 1) ①欄には、 日本標準産業分類の区分を記入する こ と 。  

 ( 2) ②欄には、 製造業の場合における 製造品出荷額（ 前年度実績）、 建設業の場合における 元請完成

工事高（ 前年度実績）、 医療機関の場合における 病床数（ 前年度末時点） 等の業種に応じ 事業規

模が分かる よ う な前年度の実績を記入する こ と 。  

 ( 3) ④欄には、 当該事業場において生ずる 産業廃棄物についての発生から 最終処分が終了する まで

の一連の処理の工程（ 当該処理を委託する 場合は、 委託の内容を含む。） を記入する こ と 。  

４  「 自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 自ら 中

間処理を行う に際し て熱回収を行った場合における 熱回収を行った産業廃棄物の量と 、 自ら 中間

処理を行う こ と によ って減量し た量について、 前年度の実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ５  「 産業廃棄物の処理の委託に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 全処理委託量

を記入する ほか、 その内数と し て、 優良認定処理業者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行

令第６ 条の11第２ 号に該当する 者） への処理委託量、 処理業者への再生利用委託量、 認定熱回収

施設設置者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第15条の３ の３ 第１ 項の認定を受けた者） であ

る 処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている 処理業者

への焼却処理委託量について、 前年度実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ６  それぞれの欄に記入すべき 事項の全てを記入する こ と ができ ないと き は、 当該欄に「 別紙のと

おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。 また、 産業廃棄物の

種類が３ 以上ある と き は、 前年度実績及び目標の欄に「 別紙のと おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入

すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。また、それぞれの欄に記入すべき 事項がないと き は、

「 ―」 を記入する こ と 。  

７  ※欄は記入し ないこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１　産業廃棄物の一連の処理の工程

１．汚泥

汚泥
処理委託（焼却）

汚泥
処理委託（造粒固化）

２．廃油

燃え殻
処理委託（ｺﾝｸﾘｰﾄ個化）

ばいじん
処理委託（ｺﾝｸﾘｰﾄ個化）

処理委託
ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ燃料化

処理委託
中和　混練

処理委託
焼却

３．廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

処理委託
ＲＰＦ化

処理委託
破砕

処理委託
焼却

処理委託
焼却

４．木屑

処理委託
破砕

５．金属屑

処理委託
圧縮

６．ガラス・陶磁器屑

処理委託
選別

７．混合物　（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木屑、ｶﾞﾗｽ・陶磁器屑・金属屑）

処理委託
選別

８．廃酸

処理委託
焼却

　廃酸

　製品屑廃ﾌﾟﾗ、ウエス、ゴム、ホース等

②油剤廃油

③その他廃油

製品屑廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ダスト系廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

　自転車等

　試薬ビン等

　木製パレット等

　各製造工程排水 排水処理 脱水

①重合留出液廃油 廃油焼却設備

熱回収（蒸気）



別紙２　

　産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

環境委員会
　（委員長：事業所長、委員：全部課長及び組合三役）

総務部環境安全Ｇ
　（産業廃棄物処理責任者、特別産業廃棄物管理責任者）

　産業廃棄物の抑制に関する事項

① 　【前年度（令和6年度）実績】

現状

1,012 ｔ 826 ｔ 1,203 ｔ 148 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 166 ｔ 0 ｔ

（これまでに実施した取組）

・事業所内の各現場において、製品原単位を向上させることに因る、排出量の抑制。
・自部署の廃棄物がどのような処理をしているか、意識付けを行う。
・自社処理やリサイクルの検討を進める。

② 　【目標】

計画

1,014 ｔ 800 ｔ 980 ｔ 150 ｔ 1 ｔ 2 ｔ 230 ｔ 0 ｔ

（今後実施する予定の取組）

・事業所内の各現場において、製品原単位を向上させることに因る、排出量の抑制
　に取り組む。
・分別の可能性を検討する。
・自社処理やリサイクルの可能性を検討する。

　産業廃棄物の分別に関する事項

①
現状 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・発生現場において、廃プラスチック類を中心に分別に取組んでいる。
・各現場から直接産廃業者に渡すことにより、分別意識を高める。

②
計画 （今後、分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・新たなリサイクル方法がないか、新規業者の開拓を含め、用途拡大に取組む。

排 出 量

廃酸

排 出 量

汚泥 木屑
ｶﾞﾗｽ

陶磁器屑産業廃棄物の種類

産業廃棄物処理施設技術管理者

混合物

ｶﾞﾗｽ
陶磁器屑廃ﾌﾟﾗ

廃ﾌﾟﾗ

汚泥 木屑

廃酸

混合物

事業所長（廃棄物処理統括責任者）

産業廃棄物の種類 金属屑

金属屑

廃油

廃油



別紙３　

　産業廃棄物の処理の委託に関する事項

① 　【前年度（令和6年度）実績】

現状

46 ｔ 265 ｔ 1,203 ｔ 148 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 166 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

（これまでに実施した取組）

・廃プラスチック類の分別による、再利用可能化に取り組んでいる。
・木屑、廃プラスチック類の有価化を検討した。

② 　【目標】

計画

44 ｔ 252 ｔ 980 ｔ 150 ｔ 1 ｔ 2 ｔ 230 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

（今後実施する予定の取組）

・廃プラスチック類は再生利用業者を検討していく。

0 ｔ

ｔ

0 ｔ

混合物

230 ｔ

認定熱回収業
熱回収を行う業
処 理 委 託 量

624 0ｔ

処 理 委 託 量
認定熱回収業
処 理 委 託 量

ｔ

・廃プラスチック類の再生を検討する。

木屑 金属屑 廃酸

全 処 理 委 託 量

優良認定処理
処 理 委 託 量
再生利用業者

9 250

熱回収を行う業
処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃ﾌﾟﾗ

廃ﾌﾟﾗ 木屑

全 処 理 委 託 量

優良認定処理
処 理 委 託 量
再生利用業者

214

13 ｔ

43

ｔ

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油

処 理 委 託 量
認定熱回収業
処 理 委 託 量
認定熱回収業

263 ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ0

150

ｔ

35

0

202

40

ｔ

ｔ

ｔ

463

0

790

0 ｔ 50 ｔ 0

787

0 ｔ

ｔ

0 ｔ

148ｔ ｔ

ｔ

ｔ

金属屑 廃酸

0 ｔ 0 ｔ

混合物

162 ｔ

0 ｔ 0 ｔ

0 ｔ 0 ｔｔ

96

0 ｔ 0 ｔ

1 ｔ 0 ｔ95 ｔ

0 ｔ 0 ｔ

ｶﾞﾗｽ
陶磁器屑

0 ｔ

0 ｔ

0

ｶﾞﾗｽ
陶磁器屑

0 ｔ

1 ｔ

0 ｔ



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係)  

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和7年 6月  30日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                     

住 所 岡崎市橋目町北山１番地 

氏 名  マルヤス工業株式会社        

代表取締役社長 山田泰一郎  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０５６４－３４－１５２７     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  マルヤス
ま る や す

工 業
こうぎょう

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

 岡崎
おかざき

工 場
こうじょう

 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市橋目町北山１番地 

計 画 期 間  令和7年 4月 1日 ～ 令和8年 3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 輸送用機械器具製造業 

② 事 業 の 規 模  製造品出荷額 ８３２００百万円 

③ 従 業 員 数  ７１１人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

排水処理工程

各種工程

廃水
ｐH調整 凝集沈殿 砂ろ過

スラッジ

濃縮

スラッジ

加圧脱水

スラッジ

乾燥

ｐH調整 放流

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ｱﾙｶﾘ 廃ﾌﾟﾗ 廃酸 廃油 
木 

くず 

金属

ｸｽﾞ 

排 出 量 975 ｔ 33 t 40 t 164 t 196 t 3 t 5t 

（これまでに実施した取組） 

ワークによるめっき液の持ち出し量をワークの掛け方を工夫して 

持ち出し量を減らす。 

アルカリ脱脂液の更新頻度を見直し、使用期間を延ばす。 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ｱﾙｶﾘ 廃ﾌﾟﾗ 廃酸 廃油 
木 

くず 

金 属

ｸｽﾞ 

排 出 量 946t 32t 39 t 159 t 190 t 2 t 4t 

（今後実施する予定の取組） 

各処理工程における液切りを改善し、処理液持ち出しにより発生する汚泥を

低減する。 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

混合廃棄物が発生しないように、分別廃棄を徹底する。 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

産業廃棄物の発生部署・種類ごとに分別保管し適正に処理する。 

分別する予定の産業廃棄物はないので現状を維持する。 

（第３面） 



 

 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 － 年度）実績】 

産業廃棄物の種類      －      － 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類      －      － 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥      － 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
０   ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
６４３   ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

汚泥を加圧脱水し、さらに乾燥機にて水分を除去する。 

 

 

 

② 計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 汚泥      － 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
０   ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
６２４   ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

効率の良い設備へ更新をおこない減量化を。 

 

 

 

（第４面） 



 

 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 －年度）実績】 

産業廃棄物の種類      －      － 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類      －      － 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ｱﾙｶﾘ 廃ﾌﾟﾗ 廃酸 廃油 
木  

くず 

金属

ｸｽﾞ 

全 処 理 委 託 量 332 t 33 t 40 t 164 t 196 t 3 t 5t 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量  
332 t 33 t 24 t 164 t 194 t 3 t 1t 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量  
0 t 0 t 16 t 0 t 2 t 0 t 0t 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量  
0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0t 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量  

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0t 

（これまでに実施した取組） 

汚泥（廃砂）について、洗浄再生によりリサイクルができないか 

トライを行った。 

 

 

 

 

（第５面） 



 

 

 ② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ｱﾙｶﾘ 廃ﾌﾟﾗ 廃酸 廃油 
木 

くず 

金属

ｸｽﾞ 

全 処 理 委 託 量 299 t 32 t 39 t 159 t 190 t 2 t 4t 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量  
299 t 32 t 28 t 159 t 188 t 2 t 1t 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量  
0 t 0 t 11 t 0 t 2t 0 t 0t 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量  
0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0t 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量  

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0t 

（今後実施する予定の取組） 

濾過器の濾材の材質を変更し、長寿命化を図り、汚泥（廃砂）の低減を行う。 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  令和７年 ６月  ３０日 

 

岡崎市長 殿 

 

提出者                   

住 所 岡崎市橋目町北山１番地 

氏 名 マルヤス工業株式会社        

代表取締役社長 山田泰一郎  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号  ０５６４－３４－１５２７     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  マルヤス
ま る や す

工 業
こうぎょう

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

 岡崎
おかざき

工 場
こうじょう

 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市橋目町北山１番地 

計 画 期 間  令和６年 ４月 １日 ～ 令和７年 ３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類  輸送用機械器具製造業 

② 事 業 の 規 模  製造品出荷額 ８３２００百万円 

③ 従 業 員 数  ７１１人 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 
強アルカリ：中間処理業者にて中和・焼却処理 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

  

（管理体制図） 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 強アルカリ 強酸 廃油  

排 出 量 ２１６t ３t １t  

（これまでに実施した取組） 

・製造工程での良品条件の追求による不良低減 

・  

 

 

 

② 計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 強アルカリ 強酸 廃油  

排 出 量 ２１０ｔ ３t １t  

（今後実施する予定の取組） 

・良品条件の追求による不良低減の継続 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

混合廃棄物が発生しないように、分別廃棄を徹底する。 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

産業廃棄物の発生部署・種類ごとに分別保管し適正に処理する。 

分別する予定の産業廃棄物はないので現状を維持する。 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和   年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類    

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

    

  

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類   

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

  

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和 6年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 強アルカリ 強酸 廃油  

全 処 理 委 託 量 ２１６t ４ｔ １t 0ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
１９９t 0ｔ １t 0ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0t 0ｔ 0t 0ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0t 0ｔ 0t 0ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0t 0ｔ 0t 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・優良認定処理業者への処理委託。 

・ 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 強アルカリ 強酸 廃油  

全 処 理 委 託 量 ２１０t ３t １t 0ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
１９３t 0t １t 0ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0t 0t 0t 0ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0t 0t 0t 0ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0t 0t 0t 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委

託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定

を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っ

ている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ７ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

８ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 



















































 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

令和 7 年 6 月 25 日 

 

岡崎市長   

 

提出者 三菱自動車工業株式会社       

住 所 岡崎市橋目町字中新切１番地    

氏  名  岡崎製作所長  濱崎 憲 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏) 

電話番号 ０５６４-３１-３１００     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 三菱自動車工業株式会社 岡崎製作所 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市橋目町字中新切１番地 

計 画 期 間  令和７年度（令和 ７ 年 ４月 1 日～令和 ８ 年 ３ 月 31 日） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 

①事 業 の 種 類 輸送用機械器具製造業(31) 

②事 業 の 規 模 製造品出荷額：６１６，９９４百万円/年 

③従 業 員 数 ９，６５７人 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 
(別紙1)参照 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 引火性廃油 PCB汚染物等 

排 出 量 64.0ｔ 17.9ｔ 

（これまでに実施した取組） 

PCB含有機器の処理 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 引火性廃油 PCB汚染物等 

排 出 量 67.0ｔ 23ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

高濃度PCBの処理全廃 

低濃度PCB処理の推進 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

廃ガソリンは他の引火性廃油とは混合しない。 

PCB含有廃油は他の廃油に混合しないように適正管理している。 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組） 

廃ガソリンは他の引火性廃油とは混合しない。 

PCB含有廃油は他の廃油に混合しないように適正管理する。 

 

統括責任者 

(岡製所長) 
(生産部門)   (開発部門) 

産廃処理責任者 

(法定有資格者)[法第 12 条 第 8 項] 
生産技術管理部            開発管理部 
(動力環境)         (R&D リソース管理) 

 

 
特管産廃管理責任者 

(法定有資格者)[法第12条の 2 第 8項] 

廃棄物処理施設技術管理者 

(法定有資格者)[[法第 21条] 
 

生産各部門 開発各部門 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

*前頁に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 強酸 強アルカリ 

排 出 量 0.18ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 強酸 強アルカリ 

排 出 量 0.04ｔ 0.04ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組） 

 

 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

*前頁に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 特定有害廃酸 特定有害廃アルカリ 

排 出 量 0.0005ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 特定有害廃酸 特定有害廃アルカリ 

排 出 量 0.001ｔ 0.001ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

他の特定有害物質と混合しない。 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組） 

他の特定有害物質と混合しない。 

 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

*前頁に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 特定有害廃油 特定有害汚泥 

排 出 量 0ｔ 0.02ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 特定有害廃油 特定有害汚泥 

排 出 量 0.001ｔ 0.001ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・他の特定有害物質と混合しない。 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組） 

・他の特定有害物質と混合しない。 

 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

*前頁に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 感染性医療廃棄物 ― 

排 出 量 0.004ｔ ― 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性医療廃棄物 ― 

排 出 量 0.01ｔ ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組） 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
― ― 

（これまでに実施した取組） 

 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
― ― 

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
― ― 

（これまでに実施した取組） 

 

    

  

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
― ― 

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ― 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

― ― 

（これまでに実施した取組） 

  

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ― 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 引火性廃油 PCB汚染物等 

全 処 理 委 託 量 64.0ｔ 17.9ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
64.0ｔ 17.9ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
13.0ｔ ― 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
51.1 ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 17.9ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 強酸 特定有害廃酸 

全 処 理 委 託 量 0.18ｔ 0.0005ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0.18ｔ 0.0005ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0.18ｔ 0.0005ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0.0003 ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

― ― 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 特定有害汚泥 感染性医療廃棄物 

全 処 理 委 託 量 0.0233ｔ 0.004ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0.0233ｔ 0.004ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
― ― 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
― ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

― 0.004 t 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 引火性廃油 PCB汚染物等 

全 処 理 委 託 量 66.9ｔ 23.0ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
67.0ｔ 23.0ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
14.9ｔ ― 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
52.0ｔ ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

― 23.0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

PCB含有機器の処理 

 

 

 

 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 強酸 強アルカリ 

全 処 理 委 託 量 0.04ｔ 0.04ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0.04ｔ 0.04ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0.04ｔ 0.04ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
― ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 特定有害廃酸 特定有害廃アルカリ 

全 処 理 委 託 量 0.001ｔ 0.001ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0.001ｔ 0.001ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0.001ｔ 0.001ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
― ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

PCB含有機器の処理 

 

 

 

 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 特定有害廃油 特定有害汚泥 

全 処 理 委 託 量 0.001ｔ 0.001ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0.001ｔ 0.001ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0.001ｔ 0.001ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
― ― 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

― ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性医療廃棄物 ― 

全 処 理 委 託 量 0.01ｔ ― 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0.01ｔ ― 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
― ― 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
―  

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0.01ｔ ― 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する事項 

【前年度（令和 ６ 年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を 除 く 。 ） 

64.2ｔ 

（今後実施する予定の取組等） 

 

定常的に排出している特別管理産業廃棄物については電子マニフェス

トを使用している。 

 

 

 

※事務処理欄   

 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

 



(別紙-1)

産業廃棄物の一連の処理工程 (R7年度計画) 製造･加工品名   乗用自動車

廃プラ(化成ｽﾗｯｼﾞ)： 12 t/年 廃油(ｸｰﾗﾝﾄ廃液)： 18 t/年

汚泥(電着排水汚泥)： 374 t/年 廃プラ類(硬質･軟質)： 322 t/年

廃プラ(塗料カス、ﾊﾞﾝﾊﾟｰ塗料ｶｽ)： 225 t/年

汚泥(塗料カス)：245 t/年

廃油(廃油類)： 26 t/年

汚泥(塗装循環槽汚泥)：20 t/年

廃プラ(粘土)：  6 t/年     総 合 排 水 処 理 施 設

廃プラ類(硬質･軟質)： 262 t/年

汚泥(油水分離槽)：31 t/年

ガラス･陶磁器屑(混合屑)： 6 t/年

ガラス屑(ビン類)： 1 t/年

木屑(梱包材､板ﾊﾟﾚｯﾄ､他)： 116 t/年

廃油(油水分離槽)： 70 t/年

金属くず(逆有償)： 5 t/年 汚泥(総排スラッジ)： 554 t/年

混合物(雑多廃棄物)： 80 t/年

混合物(廃蛍光灯/廃電池)：1 t/年

混合物(OA機器)：6 t/年

特管産廃(引火性廃油･廃ガソリン・他) ： 31 t/年

廃プラ類(廃タイヤ)：120 t/年

PCB汚染物等：23 t/年

廃Li電池：30 t/年

部品･副資材

素 材

汚泥脱水機

その他工場全般

治工具･プレス 溶接組立 塗 装 組 立 検 査 出 荷

( 排 水 )

処理水(放流)

(別
紙

-
1
) Alliance Internal

















 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 7 年 6 月 27 日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所  岡崎市田口町字大薮14番地   

氏 名  有限会社 宇野組       

 代表取締役 青山 望     

電話番号   0564-46-3116        

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 有限会社 宇野組  

事 業 場 の 所 在 地 岡崎市田口町字大薮14番地  

計 画 期 間  令和 7年度（令和 7年 ４月～令和 8年 ３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 
  

① 事 業 の 種 類 ０６：総合工事業 

② 事 業 の 規 模 元請完成工事高：  １５,７４９万円 

③ 従 業 員 数 １６人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

建物解体工事 

現場にて廃棄物の種類別に分別仕分け 

がれき類→再生処理業者に委託→再資源化 

木くず→再生処理業者に委託→再資源化 

廃プラスチック類→再生処理業者に委託→再資源化・焼却・埋立 

混合物→中間処理業者に委託→選別後→破砕・焼却・埋立 

石綿含有廃棄物→埋立処分場に搬入→埋立 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

統括責任者 代表取締役 

  ↓ 

廃棄物処理方針の検討 担当役員・営業 

↓  

マニフェスト 

（発行・回収・登録） 担当役員・総務 

  ↓ 

マニフェスト管理   担当役員・総務 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 6 年度）実績】 別紙のとおり      

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

② 計画 

【目標】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

種類：解体工事に伴う廃棄物 

取組：重機および人力手作業分別 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

種類：解体工事に伴う廃棄物 

取組：可能な限り人力作業にて分別、適宜作業員に指導 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（平成  年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（平成  年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度（平成  年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項   

 ① 現状 

【前年度（令和 5 年度）実績】  別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ③ 計画 

【目標】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   

 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 <２面別紙1＞
前年度（令和 6 年度）実績
産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず
排 出 量 29.27ｔ 4.86ｔ
（これまでに実施した取組）

目標
産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず
排 出 量 30t 5t
（今後実施する予定の取組）

前年度（令和 6 年度）実績
産業廃棄物の種類 木くず 繊維くず
排 出 量 1,346.022ｔ 95.7ｔ
（これまでに実施した取組）

目標
産業廃棄物の種類 木くず 繊維くず
排 出 量 1,400t 100t
（今後実施する予定の取組）

①現状

②計画

①現状

②計画

人力解体および手作業分別の励行。

廃棄物のより丁寧な分別により、資源の再利用増加に寄与する。

優良認定処分業者も利用している。

優良認定業者の利用を増やすように努力する。

優良認定処分業者も利用している。

優良認定処分業者の利用を増やすように努力する。



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 <２面別紙2＞
前年度（令和 6 年度）実績
産業廃棄物の種類 ガラス・陶磁器くず がれき類
排 出 量             517.35ｔ 4,734.77ｔ
（これまでに実施した取組）

目標
産業廃棄物の種類 ガラス・陶磁器くず がれき類
排 出 量 520t 4,800t
（今後実施する予定の取組）

前年度（令和 6 年度）実績
産業廃棄物の種類 混合物 石綿含有産業廃棄物
排 出 量 1,032.82ｔ 32.9ｔ
（これまでに実施した取組）

目標
産業廃棄物の種類 混合物 石綿含有産業廃棄物
排 出 量 1,040t 35t
（今後実施する予定の取組）

①現状

②計画

①現状

②計画

優良認定処分業者も利用している。

優良認定処分業者の利用を増やすように努力する。

優良認定処分業者も利用している。

優良認定処分業者の利用を増やすように努力する。



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 <２面別紙3＞
前年度（令和 6 年度）実績
産業廃棄物の種類 水銀製品産業廃棄物
排 出 量   0.075ｔ          
（これまでに実施した取組）

目標
産業廃棄物の種類 水銀製品産業廃棄物
排 出 量 0.08t
（今後実施する予定の取組）

前年度（令和 6 年度）実績
産業廃棄物の種類
排 出 量             
（これまでに実施した取組）

目標
産業廃棄物の種類
排 出 量             
（今後実施する予定の取組）

①現状

②計画

①現状

②計画

優良認定処分業者を利用している。

今後も優良認定処分業者を利用し続けるよう努力する。



産業廃棄物の処理の委託に関する事項 <4〜5面別紙1＞
前年度（令和 6 年度）実績

①現状

（これまでに実施した取組）

目標

②計画

（今後実施する予定の取組）
可能な限り優良認定処分業者を選び、最終処分量が減るようにする。

30t 5t

30t 5t

29.27ｔ 4.86ｔ

30t 5t
廃プラスチック類 紙くず

0t

4.86t

処分業者と事前に書面による委託契約を結び、契約を遵守している。

廃プラスチック類 紙くず

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

27.76t

29.27t



産業廃棄物の処理の委託に関する事項 <4〜5面別紙2＞
前年度（令和 6 年度）実績

①現状

（これまでに実施した取組）

目標

②計画

（今後実施する予定の取組）
可能な限り優良認定処分業者を選び、最終処分量が減るようにする。

400t 100t

1400t 100t

木くず 繊維くず
1,400t 100t

1,346.022ｔ 95.7ｔ

92t

95.7t

処分業者と事前に書面による委託契約を結び、契約を遵守している。

木くず 繊維くず

327.15t

1,346.022t

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量



産業廃棄物の処理の委託に関する事項 <4〜5面別紙3＞
前年度（令和 6 年度）実績

①現状

（これまでに実施した取組）

目標

②計画

（今後実施する予定の取組）
可能な限り優良認定処分業者を選び、最終処分量が減るようにする。

40 2,500t

520 4,800t

ガラス・陶磁器くず がれき
520t 4800t

517.35ｔ 4,734.77ｔ

517.35t 4,734.77t

処分業者と事前に書面による委託契約を結び、契約を遵守している。

ガラス・陶磁器くず がれき

33.6t 2,494.45t

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量



産業廃棄物の処理の委託に関する事項 <4〜5面別紙4＞
前年度（令和 6 年度）実績

①現状

（これまでに実施した取組）

目標

②計画

（今後実施する予定の取組）
可能な限り優良認定処分業者を選び、最終処分量が減るようにする。

500t

1,040t

20t

35t

混合物 石綿含有産業廃棄物
1,040t 35t

1,032.82ｔ 32.9ｔ

18.9t

32.9t

処分業者と事前に書面による委託契約を結び、契約を遵守している。

混合物 石綿含有産業廃棄物

497.65t

1032.82t

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量



産業廃棄物の処理の委託に関する事項 <4〜5面別紙5＞
前年度（令和 6 年度）実績

①現状

（これまでに実施した取組）

目標

②計画

（今後実施する予定の取組）

0.075t

水銀製品産業廃棄物

水銀製品産業廃棄物

0t(80㎏）

可能な限り優良認定処分業者を選び、最終処分量が減るようにする。

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

産業廃棄物の種類
全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

0t(80㎏）

処分業者と事前に書面による委託契約を結び、契約を遵守している。

0.075t

0.075t

0t(80㎏）



 

 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 7年 6月 18日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者    

住所 岡崎市久後崎町字本郷19      

氏名 水金工事㈱ 岡崎営業所      

代表取締役 水谷隆夫       

電話番号 0564-21-5103          

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事業場の名称  水金工事株式会社 岡崎営業所 

事業場の所在地  岡崎市久後崎町恵藤29-6 および岡崎市内管轄現場 

計画期間  令和 7年度（令和7年 ４月～令和8年 ３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
事業の種類 08：設備工事業 

事業の規模 元請完成工事 ：270,997,224 

従業員数 49名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

ガス配管工事現場 

道路でのガス本支管布設工事､入替工事､除去した舗装 

がれき類→再生処理業者へ委託､アスガラはアスファルトに再生 

コンガラは再生砕石に再資源化 

 

岡崎営業所内 

材料梱包材､現場からの撤去物､ガス管加工での発生くず 

廃プラスチック類→再生処理業者へ委託､燃料資材として再資源化 

木くず→再生処理業者へ委託､燃料資材として再資源化 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

 

 (第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図）             岡崎営業所 

 

統括部長          営業設備部次長            本部長 

                                                               (指導､指示､監視) 

 

現場監督   協力会社    現場監督   協力会社 

(ﾏﾆﾌｪｽﾄ発行)                  (ﾏﾆﾌｪｽﾄ発行) 

      (がれき類委託処分業者に運搬)  (がれき類委託処分業者に運搬) 

              ﾏﾆﾌｪｽﾄ返却                    ﾏﾆﾌｪｽﾄ返却 

 

 

                                 器材担当者 

(ﾏﾆﾌｪｽﾄの綴り及び集計､行政への年間数量報告) 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

現状 

【前年度（令和6年度）実績】       

産業廃棄物の種類 
がれき

類 
木くず 混合物 廃プラ 金属くず 

排出量 1222ｔ 8ｔ 49.5ｔ 6.02ｔ 1ｔ 

（これまでに実施した取組） 

･がれき類：非掘削工法の導入で排出量を引き続き減量した 

･混合：内容物を仕分けし削減 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
がれき

類 
木くず 混合物 廃プラ 金属くず 

排出量 1100ｔ 6ｔ 45ｔ 5ｔ 1ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

･がれき類：非掘削工法の施工割合を拡大していく 

･混合：引き続き削減していく 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

事業所内で混合物は分別保管している 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

現状の分別方法を継続していく 

 

 



 

 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

現状 

【前年度（令和  年度）実績】 

産業廃棄物の種類 混合物 廃プラ 

自ら再生利用を行っ

た 

産業廃棄物の量 

ｔ  ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 混合物 廃プラ 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

現状 

【前年度（令和  年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により

減量した 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う産

業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により

減量する 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

現状 

【前年度（令和  年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行っ

た 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 現状 

【前年度（令和6年度）実績】  

産業廃棄物の種類 がれき類 木くず 混合物 廃プラ 金属くず 

全処理委託量 1222ｔ 8ｔ 49.5ｔ 
6.02

ｔ 
1ｔ 

 

優良認定処理業

者への 

処理委託量 

ｔ ｔ ｔ ｔ 

    

ｔ 

再生利用業者へ

の 

処理委託量 

1222ｔ 8ｔ 49.5 
6.02

ｔ 

    

1ｔ 

認定熱回収業者

への処理委託量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者

以外の熱回収を

行う業者への処

理委託量 

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

発生した全ての産業廃棄物を再生、リサイクル業者へ委託処分 

 

 

 



 

 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 木くず 混合物 廃プラ 金属くず 

全処理委託量 1100ｔ 6ｔ 45ｔ 5ｔ ｔ 

 

優良認定処理業

者への処理委託

量 

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

再生利用業者へ

の 

処理委託量 

1100ｔ 6ｔ 45ｔ 5ｔ ｔ 

認定熱回収業者

への処理委託量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者

以外の熱回収を

行う業者への処

理委託量 

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

現状の取組を引き続き維持して推進する 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

 

（第６面） 

備考 

 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間

処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令第６条の 11 第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定

熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の３の３第１項の認定を受け

た者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行ってい

る処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物

の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に

記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がない

ときは、「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第二号の八( 第八条の四の五関係)  

( 第１ 面)  

産業廃棄物処理計画書 

令和７ 年５ 月２ ２ 日 

 

（ 宛先） 岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所  岡崎市六供町字甲西34番地    

氏 名  石田設備株式会社 

                            代表取締役 石田 博巳 

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)  

電話番号 0564-24-0139          

廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 12 条第９ 項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する 計画を作成し たので、 提出し ます。  

事 業 場 の 名 称  石田設備株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市六供町字甲西３ ４ 番地 

計 画 期 間  令和７ 年度（ 令和７ 年 ４ 月～令和８ 年 ３ 月）  

当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項 

 
①事 業 の 種 類 ０ ６ ： 総合工事業 

②事 業 の 規 模 元請完成工事高： ７ ７ ， ７ ５ ８ 万円（ 前年期実績）  

③従 業 員 数 ３ ４ 人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

汚泥     ： 再生処理業者に委託し て、 建設材料と し て再資源化 

廃プラ スチッ ク ： 再生処理業者に委託し て、 セメ ント 原料と し て再資源化 

紙く ず    ： 再生処理業者に委託し て、 再生紙と し て再資源化 

木く ず    ： 再生処理業者に委託し て、 チッ プと し て再資源化 

金属く ず   ： 再生処理業者に委託し て、 破砕･圧縮し 金属と し て再資源化 

がれき 類   ： 再生処理業者に委託し て、 再生砕石と し て再資源化 

混合物    ： 最終処理業者に委託し て、 埋立処分 

石綿     ： 最終処理業者に委託し て、 埋立処分 

( 日本工業規格 Ａ 列４ 番)  



 

 

( 第２ 面)  

産業廃棄物の処理に係る 管理体制に関する 事項 

 

（ 管理体制図）  

統合I SO事務局

管理責任者（ 廃棄物処理総括責任者）

工事部（ 環境I SO委員会）

各現場担当責任者 各現場担当責任者

下請会社 下請会社

土木事業部
（ 正　 廃棄物管理責任者）

設備事業部
（ 副　 廃棄物管理責任者）

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】        

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

 

 

②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

包装材・ 梱包材を簡素化し 、 抑制する  

分別を徹底し 、 有価売却出来る も のを増やす事で廃棄物の発生量を 

削減する  

 

 

産業廃棄物の分別に関する 事項 

 

①現状 

（ 分別し ている 産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

 

 

②計画 

（ 今後分別する 予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

 

 

別紙１ のと おり  

別紙２ のと おり  



 

 

（ 第３ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】  

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら 再生利用を 行っ た  

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら 再生利用を行う

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】   

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら 熱回収を 行った

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

自ら 中間処理によ り 減量し た 

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

 

②計画 

【 目標】    

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら 熱回収を行う

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

自ら 中間処理によ り 減量する 

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

 



 

 

（ 第４ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】  

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を 行っ た  

産業廃棄物の 量 

ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を行う  

産業廃棄物の 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項 

 ① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】   

産業廃棄物の種類 
 

 

全 処 理 委 託 量 ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

再生利用業者への処理委託を行い、 最終処分量の低減をはかる  

 

 

 

 

 

別紙３ のと おり  



 

 

（ 第５ 面）  

 ②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類 
 

 

全 処 理 委 託 量 ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

各現場ごと 、 1回以上担当責任者が実地確認を実施する  

I SO委員会で年1回全ての処理業者の実地確認を実施する  

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   

別紙４ のと おり  



 

 

（ 第６ 面）  

備考 

１   前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000ト ン以上の事業場ごと に１ 枚作成する こ と 。  

２  当該年度の６ 月30日までに提出する こ と 。  

３  「 当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項」 の欄は、以下に従って記入する こ と 。 

 ( 1) ①欄には、 日本標準産業分類の区分を記入する こ と 。  

 ( 2) ②欄には、 製造業の場合における 製造品出荷額（ 前年度実績）、 建設業の場合における 元請完成

工事高（ 前年度実績）、 医療機関の場合における 病床数（ 前年度末時点） 等の業種に応じ 事業規

模が分かる よ う な前年度の実績を記入する こ と 。  

 ( 3) ④欄には、 当該事業場において生ずる 産業廃棄物についての発生から 最終処分が終了する まで

の一連の処理の工程（ 当該処理を委託する 場合は、 委託の内容を含む。） を記入する こ と 。  

４  「 自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 自ら 中

間処理を行う に際し て熱回収を行った場合における 熱回収を行った産業廃棄物の量と 、 自ら 中間

処理を行う こ と によ って減量し た量について、 前年度の実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ５  「 産業廃棄物の処理の委託に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 全処理委託量

を記入する ほか、 その内数と し て、 優良認定処理業者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行

令第６ 条の11第２ 号に該当する 者） への処理委託量、 処理業者への再生利用委託量、 認定熱回収

施設設置者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第15条の３ の３ 第１ 項の認定を受けた者） であ

る 処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている 処理業者

への焼却処理委託量について、 前年度実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ６  それぞれの欄に記入すべき 事項の全てを記入する こ と ができ ないと き は、 当該欄に「 別紙のと

おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。 また、 産業廃棄物の

種類が３ 以上ある と き は、 前年度実績及び目標の欄に「 別紙のと おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入

すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。また、それぞれの欄に記入すべき 事項がないと き は、

「 ―」 を記入する こ と 。  

７  ※欄は記入し ないこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



産業廃棄物の排出の制御に関する 事項

①現状 【 前年度（ 令和6年度） 実績】 　

汚泥 廃プラ ス チッ ク 類 紙く ず 木く ず 金属く ず がれき 類 混合物 石綿

14. 96 t 20. 24 t 0. 33 t 22. 83 t 111. 33 t 1592. 29 t 108. 06 t 7. 00 t

②計画 【 目標】

汚泥 廃プラ ス チッ ク 類 紙く ず 木く ず 金属く ず がれき 類 混合物 石綿

14. 00 t 20. 00 t 0. 30 t 20. 00 t 100. 00 t 1500. 00 t 100. 00 t 5. 00 t

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項

①現状 【 前年度（ 令和6年度） 実績】 　

汚泥 廃プラ ス チッ ク 類 紙く ず 木く ず 金属く ず がれき 類 混合物 石綿

14. 96 t 20. 24 t 0. 33 t 22. 83 t 111. 33 t 1592. 29 t 108. 06 t 0. 00 t

優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

14. 96 t 13. 93 t 0. 33 t 19. 83 t 63. 34 t 930. 89 t 108. 06 t 6. 00 t

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

14. 96 t 20. 24 t 0. 33 t 22. 83 t 111. 33 t 1592. 29 t 108. 06 t 0. 00 t

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

②計画 【 目標】

汚泥 廃プラ ス チッ ク 類 紙く ず 木く ず 金属く ず がれき 類 混合物 石綿

14. 00 t 20. 00 t 0. 30 t 20. 00 t 100. 00 t 1500. 00 t 100. 00 t 0. 00 t

優 良 認 定 処 理 業 者 へ の
処 理 委 託 量

14. 00 t 18. 00 t 0. 30 t 18. 00 t 80. 00 t 1000. 00 t 100. 00 t 4. 00 t

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

14. 00 t 20. 00 t 0. 30 t 20. 00 t 100. 00 t 1500. 00 t 100. 00 t 0. 00 t

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

全 処 理 委 託 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

排 出 量

別紙１

別紙２

別紙３

別紙４

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

排 出 量


